
１.事前に、認定経営革新等支援機関に③、
④の書類及び④根拠資料を提出し、②、⑤

の書類の発行を依頼します

2.認定経営革新等支援機関が
②、⑤の書類を発行します

3.本市産業政策課に、①、②、⑤、
⑥、完納証明書、労働生産性の算
出根拠資料、会社の決算書等の必
要な書類※1を提出します

※1：賃上げ表明を行う場合は⑦、リース契約で
設備を導入する場合はリース契約書、固定資産税
減免計算書をご提出ください。会社案内をホーム
ページで行っている場合は、事前にご連絡くださ

い

先端設備導入計画 申請の流れ

4.本市より、1週間ほどで認定
書を送付させていただきます

事業者の皆様

認定経営革新等支援機関
市産業政策課



課税免除の申請の流れ

本市税務課で、償却資産の申告時に
・先端設備導入に係る認定申請書
（写）
・認定支援機関による事前確認書（写）
・投資計画に関する確認書（写）
・産業政策課による先端設備等導入計画に係る認定書（写）
をご提出ください。

事業者の皆様市税務課


